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１． 漁港施設の老朽化の現状と見通し

50

○ １９５０年代から１９８０年代にかけて漁港施設の整備量が増加しており、今後、建設後５０年を
経過する施設が急激に増加

漁港施設の老朽化
建設後５０年を経過する施設の割合

施設名 R2年3月 R12年3月 R22年3月

外郭施設
（防波堤等）

21.4% 39.7% 66.0%

係留施設

（岸壁等）
11.5% 33.0% 64.8%

施設数

１,５４９ｋｍ

80

３,３９７ｋｍ

漁港施設（防波堤等）の整備量 漁港施設（係留施設）の整備量

注）岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く2,613漁港を対象。R2.3月末現在。
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マネジメントの必要性

漁港施設の適正な機能診断に基づき、長寿命化や延命化による

施設の有効利用およびライフサイクルコストの縮減などを検討

・補修・更新費用の総額の縮減

・補修・更新費用の年度予算の平準化

・施設管理上の目標の明確化

・意思決定の透明化 などを目指す

ストックマネジメントの導入

・水産物の安定供給のためには、漁港施設の機能を適切に保つことが必要
・ストックマネジメントの概念を導入し、より効率的で効果的な補修・更新を行う

【ストックマネジメントとは・・・】

施設の有効利用と更新コストの
縮減対策の推進を図るために、
施設を対象としたLCCの縮減や
対策コストの平準化を目的とした
管理手法

２． 老朽化対策の基本的考え方
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● 戦略的な維持管理

◼ 水産基盤施設の管理者は、原則、供用期間中に施設の性能が要求性能
を下回ることがないよう適切に施設を維持管理しなければならない。

◼ 施設の有効活用やコスト縮減の視点も踏まえ、ストックマネジメントを導入
することにより、計画的に維持管理・更新等を実施し、施設の長寿命化に
務める。

２． 老朽化対策の基本的考え方

■事後保全
● 施設の要求性能を下回った可能

性がある段階で対策を講じる

● 健全な状態か否か不明（アカウ

ンタビリティは確保できない）

● 非計画的・対症療法（突発的な

危険性を負うリスクがある）

転換

■予防保全
● 施設の要求性能を下回ることが

ないよう予防的な措置を講じる

● 健全な状態の維持（機能保全；

アカウンタビリティの確保）

● 計画的維持管理（突発的なリス

クを回避できる）
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性能 費用

経過年 経過年

供用期間 供用期間

要求性能

機能保全

レベル

小規模な補修（ケース２）

小規模な補修（ケース２）

大規模な補修（ケース１）

大規模な補修（ケース１）

新設費

２． 老朽化対策の基本的考え方

●ストックマネジメントによるＬＣＣ縮減

◼ 機能診断に基づく計画的な機能保全対策を実施することによって、低
下した性能の回復に努めることにより、所要の性能を維持しながら既存
施設の有効活用や長寿命化を図り、LCC（ライフサイクルコスト）を縮減
する。
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● ストックマネジメントによる保全対策コストの平準化

◼ 老朽化度及び健全度を評価し、的確に施設の機能保全対策を検討す
るとともに、予算制約下でいつどのような機能保全対策を実施すること
が最適であるかを判断。

◼ 施設管理全体のLCCを把握することで、機能保全対策コストを平準化
が可能。

平均予算

コスト
各施設に対して検討した保全対策に要

するLCCを集計
平均予算

年

コスト
ex.ある施設の保全対策を早めることで、

所定の予算額内に平準化する

ストックマネジメントによる保全対策コストの平準化イメージ

２． 老朽化対策の基本的考え方
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 ①機能保全計画の策定※1（更新） 

（ＰＬＡＮ） 

②保全対策の実

施・日常点検 

（ＤＯ） 

③機能診断 

（ＣＨＥＣＫ） 

④機能保全計画の 

見直し※2 

（ＡＣＴＩＯＮ） 

⑤データの蓄積 補修等情報 

活

用

し

等 

診
断
情
報 

変
更 

※1：ここでの「策定」は、当初の機能保全計画の策定を意味する。

※2：ここでの「見直し」は、変更する必要があるか否かを点検することを意味する。

● PDCAサイクルによる機能保全

２． 老朽化対策の基本的考え方

◼ 関係者による情報共有と連携を図りながら、順応的に維持管理を行う。
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長寿命化対策の一連の流れ

機能保全方針の設定、機能診断、機能保全対策の検討を経て、LCCの縮減・対策コストの平
準化のもと日常管理計画の作成を行う。その後、計画的な保全対策工事を実施するとともに、
定期的な点検を継続し、施設の老朽状況をモニタリングし、必要に応じて機能保全計画を見直
す。

機能保全方針設定

機能診断

老朽化度・健全度評価

機能保全計画の検討・策定

施設優先度の設定

保全対策工事の実施

日常管理計画に基づく点検の実施

保全対策の検討
（保全対策シナリオの設定）

データベースの活用による維持
管理の効率化

老朽化調査

・簡易調査

・補足調査

LCC縮減･対策
コストの平準化

機能保全計画の策定

施設の現況把握

履歴調査

供用期間・機能保全レベルの指標値の設定

老朽化進行予測

事業評価

３． 老朽化対策の実施手順
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目的 内容 間隔 実施時 実施範囲

履歴調査
対象構造物の
特徴を把握

設計・施工条件等
の資料調査

調査・対策の実施
間隔と同様

調査、対策の実
施前

対象施設の全
延長

簡易
調査

簡易
項目

施設の変状の
有無の確認

目視調査 １回／１年 地域特性等を
考慮して設定

対象施設の全
延長

重点
項目

施設の変状の
規模を把握
施設老朽度の
評価

近接目視調査
簡易な計測

おおむね
１回／５年

簡易項目の結
果より必要と判
断された場合

簡易項目で必
要と判断された
箇所（代表断面
での実施も可）

詳細調査
(補足調査)

簡易調査の補
完調査

試料採取や特殊
な計測機器を用
いて行う調査

必要に応じて 老朽化度評価
ができない場合

老朽化度評価
の判断ができな
い場所

◼ 「履歴調査」→「簡易調査」→「詳細調査」と「目的に応じて段階的」に施設の老朽化状況を把
握するための老朽化調査を実施し、老朽化度および健全度の評価を行う。

◼基本的に以下の項目に関する調査を実施する。

施設の現況把握

10
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機能診断（老朽化度の評価）

調査項目 老朽化の判断基準

コンクリートの老朽化、
損傷

ａ 中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

ｂ
複数方向に幅１ｍｍ程度のひび割れがある。

広範囲にわたり鉄筋が露出している。

ｃ
一方向に幅１ｍｍ程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

ｄ 変状無し。

◼施設の個別スパンごとに老朽化度をａ～ｄで評価し、その施設の安全性に及ぼす影響度（Ⅰ
～Ⅲ）に応じて、ａ～ｄの数からその施設全体の健全度をＡ～Ｄで評価。

＜評価の例：鉄筋コンクリート構造物[上部工]の場合：１スパン毎＞

①老朽化度の評価

老朽化度 部位・部材の状態

a 部材の性能が著しく低下している状態

b 部位の性能が低下している状態

c 部材の性能低下はないが、老朽化が発生している状態

d 変状が認められない状態

３． 老朽化対策の実施手順
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機能診断（健全度の評価）

②健全度の評価

健全度 施設の状態

Ａ
施設の主要部に著しい老朽化が発生しており、施設の機能が要求性能を下回る可能
性のある状態。

Ｂ
施設の主要部に老朽化が発生し性能の低下が認められ、予防的対策を施さないと将
来、要求施設を下回る恐れがある状態。

Ｃ
軽微な老朽化は発生しているものの、施設の性能に関わる老朽化は認められず、性
能を保持している状態。

Ｄ
施設に老朽化は認められず、十分な機能を保持している状態。（当面、性能の低下の
可能性がない状態）

安全性に及ぼす
影響度

施設の安全性に及ぼす影響

Ⅰ a が全数の2 割以上あると、施設の安全性に影響を及ぼす（例：本体工、水域施設）

Ⅱ a が全数の5 割以上あると、施設の安全性に影響を及ぼす（例：上部工）

Ⅲ 施設の安全性に直接的には影響を及ぼさない（例：排水工）

３． 老朽化対策の実施手順
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機能診断（健全度の評価）

②健全度の評価

健全度

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

安
全
性
に
及
ぼ
す
影
響
度

Ⅰ
「ａが全数の２割以上」を
占めており、既に施設の
性能が低下している。

「ａが全数の２割未満」、かつ
「ａ＋ｂが全数の２割以上」占め
ており、対策を施さないと施設
の性能の低下が懸念される。

Ａ、Ｂ、Ｄ以
外

すべてｄの
もの

Ⅱ

「ａが全数の５割以上」、も
しくは「ａが全数の2割以
上、5割未満」かつ「ａ＋ｂ
が全数の８割以上」占め
ており、既に施設の性能
が低下している。

「ａが全数の５割未満」、かつ
「ａ＋ｂが全数の５割以上」占め
ており、対策を施さないと施設
の性能の低下が懸念される。

Ａ、Ｂ、Ｄ以
外

すべてｄの
もの

Ⅲ － Ｄ以外
すべてｄの
もの

３． 老朽化対策の実施手順
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◼ 機能保全対策は、施設の健全度評価結果や老朽化予測を踏まえ、工法や実施時期
が異なる複数（2～3 案程度）の機能保全対策シナリオを設定し、ＬＣＣを比較・検討し
たうえで最適なシナリオを選定する。

◼ 対策工法の選定にあたっては、施設の利用状況や財政状況、現場の施工条件等を総
合的に勘案して行うものとする。また、ＬＣＣの低減が見込まれる新技術等の活用を検
討することが望ましい。

３． 老朽化対策の実施手順

機能保全対策の検討

※機能保全対策工法に適用
する設計外力

機能保全対策工法の設定に
あたり、適用する設計波及び
設計潮位等の設計外力は、建
設当時のもの又は現行のもの
のいずれかとする。
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３． 老朽化対策の実施手順
平成8年3月31日（元は昭和46年3月31日）

平面図・断面図

施設種類 物揚場 構造種類 直立消波式（元断面は方塊積式） 建設年度

施設諸元、図面等を示す。

エプロン部の沈下、ひび割れ

対策箇所が分かりにくい場合は該当箇所を赤枠で示す。

機能保全計画策定時の老朽化度・健全度等を記載

（計画策定年次により健全度の記載がない事例がある）。

エプロン部
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３． 老朽化対策の実施手順

エプロン部全域に渡り、ひび割れ、沈下が確認されており、施設利用に影響がある。
これは直立消波ブロック背後の防砂板の未設置が裏込材の緩みを引き起こしたためと考えられ、裏込工とエプロンに対する対策工法を検討する。

■対策を検討する理由

目地板設置 舗装一部撤去復旧

裏込石撤去復旧

目地板設置 舗装全面撤去復旧

裏込石撤去復旧

目地設置
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３． 老朽化対策の実施手順

■ 経済比較 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

シナリオ比較

（採用した工法・断面図）

対策コスト一覧

コスト縮減効果

シナリオ概要

選定工法

工法名 防砂板設置+エプロン舗装一部撤去復旧

工法決定要因

検討されたシナリオを主にコスト面から

比較し、コスト縮減効果を記載。
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３． 老朽化対策の実施手順

【対策前】

【対策後】

標準断面図

目地板設置 舗装一部撤去復旧

裏込石撤去復旧

目地設置
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① 水産物供給基盤機能保全事業（公共）

４． 事業制度等

➢ 主な採択要件
〇計画事業費が漁港ごとに２０億円未満のもの
〇第１種又は第２種漁港については、１港あたりの港勢、機能分担等要領に基づき漁港の機
能分担・有効活用等を行う漁業地域にあっては１地域あたりの港勢が次のいずれかを満たす
もの

・利用漁船の実隻数が５０隻程度以上
・登録漁船隻数が５０隻程度以上
・陸揚金額が１億円程度以上
・水産業の振興を図る上で、水産基盤の機能保全を行うことが特に必要と認められるもの

〇第３種又は第４種漁港であること

➢ 計画期間
機能保全計画は５年～10年に１回定期点検を行い見直していくことから、
事業基本計画も５年～10年程度を計画期間としている場合が多い。

➢ 主な事業内容
1. 機能診断の実施並びに機能保全計画の見直し（漁港機能分担等要領に基づくもの又は新技

術の導入若しくは新技術の導入と一体的に行う漁港ストックの適正化等により確実にライ
フサイクルコストの低減が図られると見込まれる場合に限る） 

2. 保全工事の実施（機能保全計画に基づき保全工事を実施し、工事完了後に当該機能保全計
画の更新を行うものとする）
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② 漁港機能増進事業（非公共）

４． 事業制度等
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機能保全計画策定の前提となる既存施設
の適切な機能維持のための管理手法であ
るストックマネジメントの実践にあたっての基
本的考え方や検討手順、検討内容、施設
情報の管理のあり方等を包括的に取りまと
めたもの。
＜概要＞
１．総論 ガイドラインの目的と活用
２．水産基盤施設ストックマネジメントの
考え方

３．水産基盤施設ストックマネジメントの
実施手順
３．１ 漁港等の概要整理
３．２ 機能保全方針の設定
３．３ 施設の現況把握
３．４ 日常管理計画に基づく点検
３．５ 機能診断の実施
３．６ 機能保全対策の検討

  ３．７ 機能保全計画の策定・更新
３．８ 機能保全対策の実施
３．９ 施設情報の管理
【参考資料】

水産基盤施設ストックマネジメン
トのためのガイドライン

（令和６年４月改訂）

機能保全計画策定にあたって留意す
べき事項をとりまとめるとともに、その作
成例をあわせて示したもの。（機能保
全計画は、既存ストックを有効に活用
する観点から施設の耐用期間内にお
けるライフサイクルコストの縮減や対策
コストの平準化を究極的な目標として
取りまとめられるべきもの）
＜概要＞
Ⅰ．機能保全計画の考え方
１－１．機能保全計画について
１ー２．用語の定義
１－３．機能保全計画の記載要領
（１）漁港の概要
（２）機能保全方針の設定
（３）施設現況調書
（４）施設機能診断結果
（５）機能保全対策
（６）日常管理計画

Ⅱ．機能保全計画の作成例
Ⅲ．資料編

機能保全計画策定の手引き

（平成６年４月改訂）

機能保全対策工事に関する情報を補強
するため、漁港施設の老朽化・健全度、
対策工法の検討、および実施された工事
の情報を収集し、事例集として取りまとめ
たもの。
各漁港において、直面する老朽化状況に
応じ、比較検討される対策工法と実施さ
れた保全工事を事例として示しており、ガ
イドライン参考資料－５を補完する位置づ
け。
＜概要＞
Ⅰ．漁港施設機能保全対策事例集に
ついて
Ⅱ．事例一覧表
Ⅲ．事例の紹介
第１章 外郭施設（防波堤）
第２章 外郭施設（護岸、突堤等）
第３章 係留施設（物揚場、岸壁）
第４章 係留施設（桟橋、浮桟橋、

船揚場）
第５章 輸送施設

漁港施設機能保全対策事例集

（平成30年11月）

機能保全事業のための参考図書

４． 事業制度等
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Ⅱ 新技術の活用促進に向けて

 

 

水面 

漁港情報
クラウドシステム

漁港管理者

Internet
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新技術等の活用促進に向けて

１．「漁港漁場整備長期計画」（令和４年３月閣議決定）

 漁港漁場の整備・管理の効率化・高度化を図るためのICTやドローン・ロボット技術の活用促進、漁港・漁場に関する施設情報のデジタ
ル化・集約化を推進する。

✓ おおむね 200 の漁港管理者において、新たに漁港施設の維持管理における新技術の活用を図る。

２．「漁港漁場整備事業の推進に関する技術開発の方向」（令和４年８月改訂）

ICT等の新技術を積極的に導入し、漁港施設や漁場の施設の整備・管理等の効率化や漁業の生産性向上を図っていく。

３．「水産庁インフラ長寿命化計画（行動計画）」（ 令和３年３月改定 ）

 UAV及びROV等のセンシング技術を活用した施設の現状把握手法の導入や、非破壊試験の新技術の検討を進めるなど、更なる新技術の研
究・開発・導入に取り組むとともに、修繕・更新においては新素材の活用など新技術の積極的な導入を推進する。

１．「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月閣議決定）

【KPI】国内の重要インフラ・老朽化インフラの点検・診断などの業務において、 一定の技術水準を満たしたロボットやセンサーなどの
新技術等を導入している施設管理者の割合を、2030年までには100％とする

２．「改革工程表」（令和３年12月公表：経済・財政一体改革推進委員会）

【KPI】国内の重要インフラ・老朽化インフラの点検・診断などの業務において、一定の技術水準を満たしたロボットやセンサーなどの
新技術等を導入している施設管理者の割合：2030年までに100％

政府全体の取組

水産庁の計画
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①ロボット・センサー
例：効率的な漁港施設の健全度診断技術やセンシング技術を活用した漁港施設の点検技術等

（漁港施設における表面P波法による簡易機能診断手法の活用、UAVを活用した水産基盤施設の点検の手引きの活用、ROV
やナローマルチソナーによる水中調査、水産基盤施設のひび割れ判別システムの活用など）

②データベース
例：点検情報管理におけるデータベース等（漁港施設の維持管理情報プラットフォーム、漁港情報クラウドシステムの活用など）

③タブレット
例：点検情報入力におけるタブレット等（漁港点検システムの活用など）

④新工法・新材料等の③以外の新技術
NNTD、NETISに登録されている新技術（分類分野：維持管理技術、補修・修復技術）や「水産基盤整備事業のICT活用事例

集」に記載の技術（残置型枠工法の採用等） 、（一社）漁港漁場新技術研究会が実施する「水産公共関連民間技術の確認審査・
評価事業」の評価技術等

新 技 術

漁港施設等の点検・診断などの業務において対象とする技術及び手引き・マニュアル

件 名 公表

無人航空機（UAV）を活用した水産基盤施設の点検
の手引き

H31.3

漁港施設の維持管理情報プラットフォーム H31.7

水産基盤整備事業のICT活用事例集 R7.6一部改訂

水産基盤施設の維持管理点検マニュアル R2.9

水産基盤施設のひび割れ判別システム R3.3

件 名 公表

水産基盤施設のひび割れ判別システム運用マニュアル R3.3

センシング技術を活用した漁港施設の点検の手引き R3.3

光学機器を活用した水産基盤施設の点検の手引き R4.3

水産基盤施設の点検における新技術活用指針 R6.4改訂

磁気センサーを活用した水産基盤施設の点検の手引き
R7.2一部
修正

策定した手引き、マニュアル等
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漁港施設における新技術等の導入状況（管理者数）

【参考】

28%

72%

全体

導入済み

未導入
76
%

24%

都道府県管理

23%

77%

市町村管理 全体 都道府県管理 市町村管理

全数
導入
数

（率
）

全数
導入
数

（率
）

全数
導入
数

（率
）

今回調査
（R7.3末）

441 1２3
27.8

%
38 29

76.3
%

403 94
23.3

%

前回調査
（R6.3末）

439 113
25.7

%
38 28

73.6
%

401 85
21.1

%

【単位：管理者数】◆導入状況（R7.3末時点）

⚫導入状況…導入済みの管理者は都道府県は76％、市町村は23％、全体で28％に留まっている
・導入による利点…点検の省力化や効率化、費用の削減など

⚫導入の支障…予算を確保できていない、新技術の利点や適用条件の理解が不十分といった行政側の課題も多い
・導入にかかる費用の補助制度（測量設計費の活用等）の周知
・導入による利点や導入事例を周知し、新技術の導入が必要との認識を担当者にもってもらう必要

123
12 63 19

318

91

289

151

0

200

400

600

漁港施設 漁場施設 海岸保全施設 漁集排施設

施設分野別（※単位は管理者数）

導入済み

未導入

0 25
63 73

127
159

0

50

100

150

200

250

R3d末 R4d末 R5d末 R6d末 R7d末 R8d末

【単位：管理者数】

(50) (75)

(113) (123)

(177)
(209)

◆現行長期計画の進捗
《事業量》おおむね200の漁港管理者において、新たに漁港施設の維持管理における新技術の活用を図る。
⇒現状の増加率で推移すると事業量目標の約８割達成の見込み。
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➢ 水産基盤整備事業において、漁港管理者等が主体的に新技術導入に取り組むことを
目的に「ICT活用推進協議会」を設立し、官民連携による新技術導入に向けた情報交換、
協力体制の構築、活用事例の共有・普及を図る。

設置目的

➢ 構成員：漁港管理者、民間事業者、研究機関等

➢ 主催者：水産庁

➢ 事務局：水産庁または委託業務受注者等

（R７事務局：(一社)水産土木建設技術センター）

実施体制

➢ 設置期間：政府全体のKPIと合わせ、令和６(2024)年度～令和12(2030)年度までを予定

➢ 開催頻度：年１回

開催時期

「ICT活用推進協議会」の設置

26



１．開会挨拶

２．趣旨説明

３．ICT技術に関する動向

①インフラ建設におけるICT技術の全体像と漁港施設点検への活用例について

４．新技術の活用による機能保全対策

①港湾・漁港維持管理計画とアセットマネジメントシステム

②機械インピーダンス法を活用した施設点検

③無人航空機を利用した橋梁点検画像取得装置の活用事例

５．新技術を用いた省人化・効率化

①UAV斜め撮影写真を用いた高精細3Dモデルの構築

②水中ドローンを活用した施設点検事例

③新技術を活用した施設点検および結果整理事例

６．総括

施設の点検・診断を行う漁港管理者の立場から、
ICT活用によりどのように施設管理の効率化・
高度化が図られるか、という視点で３事例。

ICT技術を現場で使われている実務的な立場から、
ICT活用によりどのように調査の効率化や精度向上、
安全性向上が図られるか、という視点で３事例。

水産工学分野の技術開発等に
携わる研究機関の立場から、
ICT技術に関する最新の知見を
紹介。

●令和７年度
機能保全対策におけるICT活用に焦点を絞り、漁港施設の点検・診断等にICT技術を活用する
ことで、施設の管理や調査の効率化・高度化が図られた事例の共有、知見の普及を図ることを
目的とする。

●令和８年度以降
漁場（魚礁、藻場等）の調査やモニタリング、災害時の被災状況把握等におけるICT活用事例
などにも対象分野を広げていく予定。

令和７年度「ICT活用推進協議会」について

議事次第
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Ⅲ 無人航空機（UAV）の活用

陸上部の点検

※水産庁HPで公開

無人航空機 ：
英: unmanned aerial vehicle 、UAV

人が搭乗しない（無人機である）航空機のこと

28
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北防波堤　L=83.2m
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クラック
欠 損

無筋では10㎜
RCでは3㎜

ＵＡＶ

クラック・欠損部の抽出例

撮影

変状図作成（画像から変状抽出）

撮影高度
計測精度
の設定

浅部の地形状況

消波ブロックの
設置状況

日常・臨時点検への活用

定期点検への活用

背景

・水産基盤施設は延長の長い施設が多く、点検に時間を要する。
・沿岸、水際の施設は人が容易に近づけず、点検が困難。

⚫ UAVは既に広く用いられており、工事
の状況写真撮影等では一般的に使
われている。

⚫ 入手しやすく操縦が容易なUAVを水
産基盤施設の調査・維持管理に活用
することで省人化、省力化、安全性
向上が見込まれる。

UAVの概要



⚫ UAVを用いると短時間で広域に渡る写真撮影が可能となる。沿岸、水際など、
人が近づきにくい箇所での撮影でも安全性が高い。

⚫ カメラの画角や解像度、UAV の飛行高度の設定により、俯瞰撮影から詳細な
視認までを行うことが出来る。

UAV活用の利点

30

浅部の地形状況

消波ブロックの
設置状況

立ち入り困難な消波工や海底部の状況把握の事例
（三崎漁港諸磯湾地区、飛行高度７０m）



飛行高度
＝5m

飛行高度
＝10m

UAV

UAV

⚫ 簡易調査の目視調査項目を対象をする。

✓ 施設全体：移動・変位

✓ 上部工・本体工：ひび割れ・欠損

✓ 消波工：沈下等の変状

※透明度の高い海域では下記の把握も可能

✓ 基礎工：捨石マウンドの変状

✓ 被覆・根固工：飛散等の変状

対象とする変状

31

≪留意点≫
➢ 上下の変状（陥没等）が見つけられない
➢ 天気や施設の湿潤状態によっては判別困難

ひび割れ
L=1.2m，
B=0.8mm

飛行高度5m，クラック幅1mm及び0.8mm幅のひび割れを概ね視認
無筋では10㎜
RCでは3㎜



点検種類 目的・内容 頻度等 UAVの適用性

日常点検 老朽化の拡大又
は新たな老朽化
箇所の発見のた
めに実施する

概ね1年に1回以

上(臨時点検と併
せ四半期に 1回

以上実施する)

短時間で広範囲の老朽化
若しくは被災の発生箇所の
点検が出来る
立ち入り困難な箇所におい
ても危険性を伴うこと無く点
検が出来る臨時点検 台風等又は地震

による新たな老
朽化の発生の有
無、応急措置の
要否の確認のた
めに実施する

台風通過直後と
波浪警報解除後、
震度4以上の地

震発生後等に実
施する

定期点検 対策実施時期等
機能保全計画の
見直しのために
実施する

概ね5年に1回実

施する
高精度の撮影画像を取得・
分析することにより、老朽化
度や対策の要否について客
観性の高い根拠に基づく判
定・判断が行える

⚫ 各点検の目的及びUAVの適用性を考慮して決定する。

UAVの適用性
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Ⅳ 音響機器（センシング技術）
～水中３Ｄスキャナーとナローマルチビームの活用～

水中部の点検

 

 

水面 

※水産庁HPで公開
33



漁港施設点検・診断技術の高度化が必要
（点検データの高精度化、数値データ化・３次元データ等による高度利用）

⚫ 水中部は潜水目視が主体
・時間と労力を要し、潜水目視は危険度も増加
・調査員の熟練度により評価がばらつく
・潜水士の不足・高齢化

⚫ 目視点検成果はICT技術への活用が困難

背景

34

水中音響技術の概要



■ ナローマルチビーム：主として海底地形測量に使用
■ 水中３Dスキャナー：主として水中構造物の可視化に使用

【シングルビーム測量】
（従来法）

複数回測定

スワス角

1回の測定

水深の約3倍

海底形状等

護岸側面等

隅角部等

【マルチビーム測量】 【水中３Ｄスキャナー計測】

水中音響技術の概要
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【水中３Dスキャナー】①水面付近～水深約15mまで計測可能 ②点群密度高
   ③ビーム幅狭い ⇒ 複数のデータを統合

【マルチビーム】①水面付近は計測できないが、水深15ｍ以深も計測可能
②点群密度低 ③ビーム幅広い⇒複数のデータを重合せ

水中３Dスキャナーとナローマルチビームの違い
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各技術の適用性

37

【各技術の使い分け】

⚫ 対象施設の水深が12〜15m の場合は、施設の形状によって計測機器を決定する。
⚫ コンクリートのひび割れや鋼材の発錆、変色はどちらの技術でも判別困難であるため、
潜水目視もしくはＲＯＶ(無人操作艇)を用いたカメラ画像などによる確認が有効。



以下の項目について準備を行い、点検に求められる精度を確保しつつ、
安全に配慮して計測を実施する。
①計測角度と計測精度 ②ＧＮＳＳテスト ③機器の取り付け ④喫水確認
⑤パッチテスト ⑥音速度測定 ⑦計測方法（船速、計測回数等)

計測の実施

ナローマルチビーム

38

水中３Ｄスキャナー



解析（変状箇所の抽出）

対象施設ごと、または適当なスパン毎に３次元データを抽出し、変状の起こりやすい
箇所 （防波堤マウンド法肩・法尻など）を重点的に変状の有無を確認する。

なお、点群データは１方向からのみではなく、回転させてさまざまな方向から俯瞰する
こ とで、変状の把握が容易になる。
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Ⅴ 漁港施設情報データベース

点検結果の蓄積

漁港電子台帳
①総括表（第一表）
②明細表（第二表）
③増減表（第三表）

漁港電子平面図（GIS） ・施設現況写真
・背景空中写真

機能保全データベース
・老朽化調査データ
点検シート
変状写真 健全度評価

関連データ／ファイル
・事業計画書など
・委託報告書
・各種調査データ

漁
港
台
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

施設情報
・工事履歴データ
・工事図面、安定計算表

連携

連携

添付図面
・標準断面図
・水準面図

連携 連携

連携

漁
港
情
報
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム

漁港台帳ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽでは、漁港
電子平面図を中心として各種
の情報を連携

連携

漁港情報
クラウドシステム

漁港管理者

Internet
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漁港施設情報データベースの活用

41

背景
⚫ 水産物供給基盤機能保全事業の創設から10年が経過し、施設の２巡目の
定期点検及び機能保全計画見直しの時期を迎える漁港が多い

⚫ 膨大な維持管理・点検データの蓄積、効率的な施設管理が課題

漁港施設の台帳データ、機能保全計画、老朽化点検・診断結果等の膨大な維持管理
情報を一元的に集約・管理できるシステムを構築

活用目的 主な機能 対象漁港の考え方(例)

Ｇ
Ｉ
Ｓ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

・漁港管理者等が管理する漁港
について、単純な電子化のみで
なく、GISで位置情報を整理し、
維持管理に関する属性情報（健
全度や点検履歴データ等）を付
加させたい

・漁港管理者のみでなく、施設
管理者（漁協や指定管理者等）
や他の行政機関と効率的かつ安
全に情報を共有したい

・情報量が膨大なためデータを
クラウドで保存したい

・漁港台帳データ、漁港平面図、
施設写真、点検データ、機能
保全計画、工事記録等のデー
タを一元管理

・GIS形式による漁港平面図の
作成

・クラウド等のネットワーク
サーバーを利用したデータの
保存・閲覧

※上記の機能を段階的に導入す
ることも可能である。

・水産物の流通拠点、生産拠点、防災拠点
となる漁港のほか、圏域総合水産基盤整
備計画に基づく漁港の役割や機能分担等
を踏まえ、適切な維持管理が必要な漁港
について、GIS型DBの活用を推奨する

・漁港管理者等が複数の漁港を管理する場
合、施設情報の一元化や維持管理コスト
の平準化等に資するため、GIS型DBの活
用を推奨する

・機能保全計画の策定及び機能保全工事を
実施する場合、維持管理情報の利活用に
資するため、GIS型DBの活用を推奨する
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健全度調査データ関連データ

※
電
子
化
漁
港
台
帳
と
し
て
必
要
な
機
能
を
有
す
る

※
地
図
情
報
と
施
設
、
工
事
、
点
検
情
報
が
連
携
さ
れ
る

※
工
事
・
点
検
履
歴
管
理
→
機
能
保
全
計
画
策
定
を
支
援

GPS

現地現況確認漁港電子平面図（GIS）

【参考】漁港情報クラウドシステム
⚫ 全国の漁港に関する情報をクラウド上のサーバー（公益社団法人全国漁港漁場協

会が管理・運営）で一元管理するシステム

⚫ 漁港電子平面図（GIS）を作成し、各種情報を地図上で表示することが可能

⚫ 補助事業を実施する漁港では測量設計費の適用が可能（測量設計費の「平面図作
成」「漁港台帳の整備」で支弁可能）
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